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とっとり企業支援ネットワークに関する協定書 

 

 鳥取商工会議所、倉吉商工会議所、米子商工会議所、境港商工会議所、鳥取県商工会連合会、鳥取県中小企業団体中

央会、株式会社山陰合同銀行、株式会社鳥取銀行、株式会社島根銀行、株式会社中国銀行、株式会社みずほ銀行、鳥取

信用金庫、倉吉信用金庫、米子信用金庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、鳥取県信用保証協

会、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター、公益財団法人鳥取県産業振興機構、及び鳥取県（以下「企業支援機

関」という。）は、中小企業に対する連携支援体制を構築するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、企業支援機関の連携支援体制「とっとり企業支援ネットワーク」（以下「ネットワー

ク」という。）を構築し、それぞれが保有する中小企業への支援機能を効果的に発揮することにより、中

小企業経営の安定を図り、もって地域雇用の確保、地域産業の発展等に資することを目的とする。 

 

（連携協力事項） 

第２条 企業支援機関は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携協力を行う。 

（１）中小企業からの相談への対応 

（２）中小企業の経営再生及び経営改善等の取組みへの支援 
（３）中小企業の新事業展開など経営課題に対する支援 

（４）中小企業への支援に必要な情報の共有 
（５）企業支援人材の育成のための情報交換や研修等の開催 
（６）その他目的達成に必要な連携活動 

 

（企業支援機関の責務） 

第３条 企業支援機関は、本協定に基づく企業支援について、それぞれの企業支援機関内の関係者に周知を

図るとともに組織体制を整備するなど、ネットワークへの協力体制を確保するものとする。 

 

（連携推進会議） 

第４条 第２条に掲げる事項の活動を円滑に行うため、企業支援機関連携推進会議（以下「連携推進会議」

という。）を設置する。 

２ 連携推進会議の組織及び運営に関する事項については別に定める。 

 

（企業情報等の保護） 

第５条 各企業支援機関は、本協定に基づく連携協力によって知り得た企業情報及び個人情報については、第２条

の連携協力事項を達成する目的以外には利用しないものとするとともに、漏えい防止及び安全管理のために必要な措

置を講じなければならない。 
  ただし、あらかじめ当該当事者の了解を得た場合は、この限りではない。 

２ 前項に規定する守秘義務は、協定が期間の満了により効力を失った後及び企業支援機関の職員が職を解かれた後も

同様とする。 

 

（実施体制の整備） 

第６条 本協定に基づく中小企業に対する連携支援を円滑に実施するための事務局など、実施体制の整備に

関することは別に定める。 

 

（協定の期間） 

第７条 本協定の有効期間は、締結の日から平成２５年３月３１日までとする。 

ただし、企業支援機関が協議の上継続しないことを決定するまで１年ごとに自動更新するものとする。 

 

（その他） 

第８条 本協定に定めるもののほか、必要な事項は企業支援機関が協議して定める。 

 

 本協定の成立を証するため、本書２０通を作成し、各企業支援機関が押印の上、それぞれ１通を保有する。 

 

   平成２４年８月１日 
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